
ポジティブ・アクション（女性の活躍促進）に取り組まれる事業主の皆様 

 

「女性の職域拡大」や「女性の管理職登用」等、女性の活躍促進についての数値目標

を した上で、雇用する労働者等に対し一定の すること

により、 した事業主が対象となります。 目標値を達成

女性の活躍推進に取り組む事業主の皆様、御活用ください。 

 

 中小企業30万円、大企業15万円 （1企業1回限り） 

 支給要領等、詳細については厚生労働省のホームページをご覧ください。  

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/i

ndex.html 

  問合せ先 ：沖縄労働局雇用均等室 

 電話番号０９８－８６８－４３８０ 
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